
詳
細
は
、
城
里
町
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
し
ろ
さ
と
こ
そ
だ

て
」
を
ご
参
照
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　
健
康
福
祉
課

　

☎️
０
２
９ｰ

３
５
３ｰ

７
２
６
５（
直
通
）

　

入
学（
転
入
学
）手
続
き
を
ス
ム
ー
ズ
に

行
う
た
め
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、
お
早

め
に
教
育
委
員
会
事
務
局
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

○
お
子
さ
ん
の
入
学
・
進
学
を
機
に
城
里

町
へ
転
入
さ
れ
る
方

○
特
別
な
事
情
が
あ
り
、
町
外
か
ら
城
里

町
の
小
中
学
校
へ
お
子
さ
ん
を
入
学
さ

せ
た
い
方
（
住
所
の
異
動
が
入
学
式
の

日
以
降
に
な
る
場
合
な
ど
）

○
令
和
８
年
１
月
31
日
時
点
で
お
手
元
に

就
学
通
知
が
届
い
て
い
な
い
方

○
お
子
さ
ん
が
町
外
の
小
中
学
校（
国
立
・

私
立
等
）に
入
学
さ
れ
る
方

○
お
子
さ
ん
が
指
定
学
区
以
外
の
小
中
学

校
に
入
学
さ
れ
る
方

問
合
せ　
教
育
委
員
会
事
務
局

　

学
校
教
育
グ
ル
ー
プ

　

☎️
０
２
９ｰ

２
８
８ｰ

７
０
１
０

　

春
先
は
強
風
で
農
地
の
表
土
が
飛
ば
さ

れ
、
土
ぼ
こ
り
が
舞
う
こ
と
が
多
く
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
農
地

の
周
辺
に
住
宅
が
増
え
る
な
ど
、
周
り
の

環
境
も
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
耕
作
者
や

農
地
周
辺
に
お
住
ま
い
の
方
が
、
お
互
い

に
気
持
ち
良
い
関
係
を
築
け
る
よ
う
、
耕

作
者
の
方
は
土
が
飛
ば
な
い
よ
う
に
対
策

を
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
農
地
周
辺

に
お
住
ま
い
の
方

で
、
土
ぼ
こ
り
に

お
困
り
の
方
も
い

る
か
と
思
い
ま
す

が
、
よ
り
良
い
農

作
物
を
作
る
た
め

に
生
産
者
の
方
も

努
力
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
理
解

い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ

　

農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
２
９ｰ

２
８
８ｰ

３
６
９
３（
直
通
）

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里
の
図
書

室
に
お
い
て
、
蔵
書
点
検
に
伴
い
次
の
期

間
を
休
室
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご

不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
、
ご

協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
臨
時
休
室
期
間
中
に
お
け
る
資
料

返
却
に
つ
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
城
里
１
階
事
務
所
、
ま
た
は
桂
図
書

館
へ
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
本
の
貸
出

し
に
関
す
る
延
長
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

桂
図
書
館
で
お
願
い
し
ま
す
。

休
室
期
間　
３
月
２
日（
月
）～
６
日（
金
）

問
合
せ　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

　

☎
０
２
９
ー
２
８
８ｰ
６
１
０
０

（広 告）

　
「「
強
い
経
済
」
を
実
施
す
る
総
合
経
済

対
策
」（
令
和
７
年
11
月
21
日
閣
議
決
定
）

に
お
い
て
、
物
価
高
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、

０
歳
か
ら
高
校
３
年
生
ま
で
の
こ
ど
も
を

養
育
す
る
保
護
者
に
対
し
「
物
価
高
対
応

子
育
て
応
援
手
当
」
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
児
童

①
令
和
７
年
９
月
分（
９
月
生
ま
れ
は
10

月
分
）の
児
童
手
当
支
給
対
象
児
童

②
令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３

月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童

支
給
金
額　

支
給
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
２
万
円

（
１
回
限
り
）

受
給
方
法　

ア
、
児
童
手
当
の
受
給
者
が
公
務
員
の
場
合

　

住
所
地
で
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
方

法
は
所
属
庁
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

イ
、
令
和
７
年
10
月
１
日
以
降
に
出
生
、

離
婚（
離
婚
調
停
中
を
含
む
）
等
に
よ
り

世
帯
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

　

申
請
手
続
き
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ

る
た
め
、
健
康
福
祉
課
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

ウ
、
そ
の
他
の
世
帯

　
　

対
象
者
に
事
前
通
知
し
、
児
童
手
当

の
指
定
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
給
付
を
希
望
し
な
い
場
合
と
受
取
口
座

を
変
更
さ
れ
る
場
合
は
、
届
出
が
必
要

で
す
。

そ
の
他　

申
請
方
法
や
申
請
期
限
、
必
要
書
類
の

物
価
高
対
応

子
育
て
応
援
手
当
の
ご
案
内

土
ぼ
こ
り
対
策
と

ご
理
解
の
お
願
い

令
和
８
年
４
月
か
ら

小
中
学
校
に
入
学
さ
れ
る

児
童
生
徒
の
保
護
者
の
方
へ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

図
書
室
臨
時
休
室
の
お
知
ら
せ

▲詳細はこちら
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